
タ
タ
l
タ
チ

。
一
)
闘
費
l
志
社
に
兜
一
一
朗
・
鐙
の
袖
・
鵬
首
各
一
製
一
て
ゐ
る
。

が
あ
っ
て
、
明
治
三
十
三
年
四
且
闘
貨
に
指
定
せ
ら
一
タ
ダ
ナ
ハ
忠
縄
河
北
郡
五
ケ
庄
に
属
す
る
部

れ
た
。
今
七
用
十
八
日
児
祭
を
行
う
て
、
衆
探
の
鶴
一
一
帯
。
錨
は
純
手
の
下
略
で
あ
る
と
も
、
細
打
の
義
で

覧
を
許
し
て
ゐ
る
。
枇
停
に
こ
れ
等
は
、
務
藤
寅
盛
一
あ
る
と
も
言
は
れ
る
。

職
死
の
後
、
義
仲
が
幼
時
彼
の
庇
殺
す
る
所
と
な
っ
一
タ
ダ
ノ
日
ノ
プ
多
国
敬
信
逝
都
三
郎
・
泡
角
・

た
恩
を
懐
ひ
、
願
書
と
共
に
奉
納
し
た
も
の
で
あ
る
一
四
郎
左
衛
門
。
寛
保
三
年
尖
兵
左
衛
門
の
諮
知
三
百

と
し
て
ゐ
る
。
こ
の
兜
は
古
来
甚
だ
有
名
で
あ
っ
た
-
五
十
石
を
襲
ぎ
、
漸
〈
昇
進
し
て
御
小
勝
顕
に
至
つ

も
の
と
見
え
て
、
寛
永
九
年
間
九
用
務
主
前
田
利
常
一
た
が
、
天
明
四
年
九
用
役
儀
宇
一
指
除
き
遠
慮
を
命
ぜ

が
之
を
鋭
、
儒
臣
松
永
昌
三
に
そ
の
銘
を
作
ら
し
め
一
ら
れ
、
託
年
九
・
月
御
菟
、
一
舟
び
御
小
綿
顕
と
な
り
、

た
こ
と
が
あ
る
。
次
い
で
元
疎
ご
年
松
尾
芭
蕉
が
税
一
寛
政
ご
年
七
用
御
馬
廻
踊
に
縛
じ
、
九
年
ご
百
石
を

た
こ
と
は
、
奥
の
細
道
に
記
さ
れ
、
元
勝
十
年
の
随
一
加
へ
、
十
一
一
年
七
周
十
三
日
夜
し
た
。

華
麗
襲
記
、
寛
政
申
の
集
古
十
種
に
も
載
せ
ら
れ
て
一
タ
ダ
ハ
チ
マ
ン
Z

ン
ギ
多
太
八
幡
縁
起
一
巻
。

跨
る
。
し
か
し
、
甲
宵
研
究
家
の
考
ふ
る
腕
に
よ
れ
一
能
美
郡
小
松
多
太
跡
祉
の
縁
起
で
あ
る
。

ぱ
、
此
の
兜
の
製
作
は
室
町
時
代
、
持
し
く
い
へ
ば
一
タ
ダ
ヒ
ラ
忠
平
加
賀
の
刀
工
。
賀
州
住
藤
原

臨
永
か
ら
大
永
ま
で
の
聞
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。
一
忠
平
と
切
る
。
越
中
守
高
卒
の
門
人
。
寛
文
頃
。

タ
ダ
ダ
イ
ガ
タ
多
国
大
皐
突
は
小
寺
茜
右
衛
一
タ
ダ
ホ
陀
田
保
河
北
郡
に
在
っ
た
。
貞
利
三

門
。
大
撃
は
元
和
元
年
大
坂
役
に
出
陣
し
、
読
周
七
一
年
七
用
の
東
繭
寺
領
文
書
目
録
に
、
加
賀
凶
中
村
弁

目
黒
門
筋
に
て
戦
死
し
た
。
戟
後
ご
援
の
男
子
に
宏
一
陀
田
保
事
一
泡
が
あ
る
。
後
枇
英
国
郷
内
に
多
田
村

百
石
を
相
続
せ
し
め
ら
れ
た
が
、
張
哉
の
時
続
癒
に
一
が
存
ず
る
。

て

死

亡

し

た

た

め

家

断

絶

し

た

。

一

タ

タ

さ

サ

シ

轟

剥

務

の

盤

製

作

の

職

に

笛

る

タ
ダ
タ
タ
ベ
Z

多
国
宅
兵
衛
鹿
島
郡
小
竹
の
一
も
の
弘
主
任
を
御
盤
刺
と
い
ひ
、
役
料
二
十
俵
を
絵

入
。
文
政
元
年
生
。
幼
名
義
太
郎
。
簡
を
允
之
。
説
一
せ
ら
れ
た
。
御
作
事
奉
行
の
支
配
に
鴎
す
る
。

を
一
一
陣
叉
は
臨

E
婿
一
雄
と
い
う
た
。
寺
子
屋
を
関
一
タ
タ
£
ヤ
バ
シ
島
屋
橋
金
津
橋
梁
記
に
、
『
盤

き
、
丹
青
の
技
を
自
得
し
、
銀
細
工
を
以
て
什
邸
側
玩
一
屋
橋
、
本
多
家
申
入
口
也
。
』
と
あ
っ
て
、
惣
構
捕
遜

具
等
を
製
す
る
に
入
制
の
妙
が
あ
っ
た
。
一
路
の
橋
で
あ
る
。
滞
政
申
は
此
の
織
爪
に
惣
締
番
人

タ
ダ
ツ
富
津
鹿
島
郡
奥
原
保
に
屈
す
る
部
帯
。
一
の
家
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
番
人
の
申
に
盤
屋
某
な
る

元
隊
十
三
年
の
草
庵
集
に
は
、
『
涼
風
に
直
・
樟
の
宮
の
一
者
が
数
代
腐
た
た
め
に
橋
名
に
な
っ
た
と
い
ふ
。
貞

撞
渡
か
な
南
甫
』
と
あ
り
、
能
登
名
跡
志
に
、
『
此
一
亭
・
元
禄
の
頃
の
捨
子
届
替
に
、
『
長
屋
平
右
衛
門
前

入
梅
ハ
赤
浦
潟
〉
の
奥
に
、
直
・
樟
と
い
ふ
あ
り
、
此
氏
一
惣
構
番
人
盤
屋
理
右
衛
門
』
と
あ
る
も
の
も
是
で
あ

紳
は
海
よ
り
上
り
給
ふ
大
石
也
。
少
彦
名
命
の
像
石
一
る
。
元
は
板
橋
で
あ
っ
た
が
、
明
治
腿
務
の
後
土
橋

と
い
へ
り
。
此
村
よ
り
腕
ロ
往
還
に
出
る
に
近
し
。
』
一
と
な
っ
た
0

・

と
見
え
る
。
附
廷
に
大
沼
が
あ
っ
た
が
、
明
治
三
十
一
タ
ダ
ヨ
シ
忠
吉
加
賀
の
万
工
。
寛
永
の
吉
兵

五
年
頃
か
ら
埋
立
て
、
今
そ
の
中
央
に
一
水
を
残
し
一
衛
家
忠
の
従
弟
。
遺
構
六
兵
衛
。
賀
州
住
藤
原
忠
吉

と
切
る
。
叉
そ
の
子
に
六
右
衛
門
忠
吉
が
あ
り
、
問

じ
〈
賀
州
住
藤
原
忠
吉
と
切
っ
た
。
貞
享
頃
。

タ
タ
ラ
多
々
混
鳳
軍
部
A
n
臨
の
内
の
小
字
o

h
m
h
F
ラ
ウ
タ
踏
蹄
歌
鳳
来
都
中
跨
の
鑓
物
師

が
熔
鍛
雌
の
路
締
脅
臨
む
時
に
十
敏
人
聾
を
揃
へ
て

う
た
ふ
眼
。
『
こ
L
は
中
居
か
や
路
良
披
志
借
か
一

夜
泊
り
に
イ
ヤ
サ
た
L
ら
阻
む
』
な
ど
の
歌
詞
が
あ

る。
タ
タ
ラ
ソ
ウ
Z

モ
ン
多
々
寵
宗
右
衛
門
部
は

弼
。
鋭
は
商
皐

-
m
v
鶴
、
叉
は
陣
町
散
人
。
所
居
を

四
宜
闘
と
い
う
た
。
そ
の
先
勝
人
に
出
る
を
以
て
、

亦
斡
弼
と
記
し
た
も
の
も
あ
る
。
金
調
停
の
家
柄
町
人

で
、
本
音
屋
と
穏
し
、
十
関
町
に
住
し
た
。
突
明
ご

年
ご
舟
生
ま
れ
、
文
化
五
年
七
周
初
め
て
町
年
寄
に

任
ぜ
ら
れ
三
人
扶
持
を
得
、
文
政
十
一
年
前
芋
を
融
制

さ
れ
、
天
保
ご
年
十
ご
用
軍
人
扶
持
を
加
へ
た
。
宗

右
衛
門
は
博
識
に
し
て
詩
賦
に
長
じ
、
凌
雲
館
集
・

四
宜
閥
詩
稿
の
箸
が
あ
る
。
天
保
九
年
ご
用
廿
七

日
夜
、
享
年
五
十
七
。
識
を
楠
山
宗
弼
鹿
士
と
い
う

た。タ
ダ
ロ
タ
ロ
Z

モ
ン
多
国
六
部
右
衛
門
鳳
至

郡
鵜
川
の
人
。
誌
は
重
村
、
撹
は
知
跡
、
意
名
は
三

十
郎
。
貨
は
河
北
郡
十
村
南
申
傑
村
杉
本
十
郎
左
衛

門
の
三
男
で
、
多

m民
三
代
行
村
の
養
子
と
な
っ
た

も
の
で
あ
る
。
賀
永
七
年
養
父
の
跡
を
舗
い
で
十
村

役
と
な
り
、
事
保
六
年
幕
府
領
黒
島
と
加
賀
務
領
臨

磁
と
の
海
境
事
議
に
際
し
、
特
命
を
受
け
て
臨
磁
飽

代
と
な
り
、
幕
府
の
欝
定
所
に
出
頭
し
て
塗
に
加
賀

滞
の
勝
訴
に
節
せ
し
め
た
。
之
に
図
っ
て
務
か
ら
御

扶
持
人
十
村
並
を
命
ぜ
ら
れ
、
白
銀
を
賜
は
っ
た
。

七
年
幕
府
領
六
十
一
ヶ
村
を
加
賀
務
に
預
け
ら
れ
た

時
、
共
の
中
十
五
ヶ
村
の
裁
許
を
衆
務
し
、
十
一
年

五
周
十
八
日
加
越
能
三
岡
相
廻
技
持
人
十
村
主
人
の

五
-
八

申
に
加
へ
ら
れ
、
十
四
年
ご
周
サ
八
日
金
・
揮
で
裂
し

た
。
時
に
歳
五
十
。

タ
チ
館
能
美
郡
山
上
郷
に
臨
す
る
部
務
。
蛍

の
光
に
、
寛
政
中
こ
の
村
の
川
を
世
襲
し
た
際
、
地

中
か
ら
大
木
を
得
た
こ
と
が
飽
さ
れ
て
ゐ
る
。
文
越

菅
賀
三
州
志
来
図
概
閲
覧
に
は
、
文
化
元
年
四
周
朔
日

こ
の
村
領
の
中
か
ら
、
天
穂
・
突
翠
・
崇
給
・
嘉
結
・
田
川

寧
・
政
和
等
の
古
銭
鍛
十
貰
を
護
見
し
た
が
、
未
祭

銭
は
な
か
っ
た
と
あ
る
。

タ
チ
館
.
石
川
郡
中
村
郷
に
邸
す
る
部
務
。
明

治
中
に
去
っ
て
、
団
地
と
殴
め
た
。

タ
チ
館
.
石
川
郡
金
浦
郷
に
麗
す
る
部
務
。

タ
チ
館
羽
咋
郡
土
田
庄
に
屈
す
る
部
務
。
郷

村
名
義
抄
に
、
佐
古
は
今
の
地
よ
り
ご
町
許
脇
の
山

の
根
に
在
っ
て
、
山
岸
村
と
い
う
た
が
、
後
土
問
氏

の
館
祉
に
縛
じ
、
館
村
と
改
め
た
と
あ
る
。

タ
チ
館
鳳
至
郡
櫛
路
庄
に
鴎
・
す
る
部
務
。
明

治
十
年
三
局
こ
の
村
の
良
川
島
七
左
衛
門
が
、
そ
の

所
有
畑
地
ヤ
ノ
ド
シ
を
銅
賎
し
て
・
、
古
銭
十
嵐
八
千

五
百
三
十
六
校
舎
・
納
め
た
梁
焼
の
大
旗
を
得
た
。
五

録
銭
等
五
十
一
種
の
宋
鎮
で
、
一
も
明
銭
を
混
じ
て

居
な
か
っ
た
と
能
菅
志
徴
に
あ
る
。

タ
チ
園
地

4
タ
チ
館
ハ
石
川
、

タ
チ
ウ
チ
ジ
ヨ
ウ
館
内
按

mm咋
郡
御
館
領
に

在
っ
た
。
箆
宇
.
は
不
明
で
あ
る
。

タ
ヂ
カ
ゴ
ウ
田
抵
郷
河
北
郡
八
幡
・
・
ご
日
市

入
曾
田
近
八
幡
宮
の
偉
容
に
、
古
へ
こ
の
附
涯
を
田

近
郷
と
い
ひ
、
叉
田
鹿
郷
と
も
書
い
た
。
そ
の
村
々

は
枚
・
今
泉
・
松
棋
・
土
子
原
・
曲
子
原
・
期
切
・
切
山
・

小
池
ι

鼓
筒
・
向
山
・
朝
日
・
千
，
移
・
地
代
・
調
畑
・
小

野
・
四
王
寺
・
高
坂
・
四
坊
の
十
八
よ
制
で
あ
る
と
寵
す

る
。
之
に
就
い
て
錨
尾
記
に
は
、
回
近
郷
の
名
は
諸

番
に
見
え
ぬ
が
、
古
郷
の
名
で
あ
ら
う
と
い
う
て
ゐ


